
 

  総務経済常任委員会会議記録（概要） 

 令和３年９月７日（火） 

  開  会（午前９時０分） 

   

 【議  事】 

 ○議案第７９号「ラーク所沢の指定管理者の指定について」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

平井委員  指定管理者応募者評価結果集計表に０点が２か所ある。議案資料ナンバ

ー２の８０ページの「市内に事務所」、８１ページの「障害者の雇用」は

どうして０点となったのか。 

  

森田産業振興

課長 

 市内に事務所、営業所があるかないかについては、登記簿等を提出して

もらい、市内にないということで０点としています。障害者雇用について

は、シンコースポーツとしては、法定雇用率を満たしています。ラーク所

沢に障害者の雇用がないということで、選定委員会の中で委員がそれぞれ

判断したものですが、シンコースポーツとしては、障害者雇用については

いろいろな障害者特性がありますので、就労が可能な範囲でラーク所沢で

も可能な方につきまして、今後、積極的に障害者雇用をしていきたいとい

うような御提案をされています。 
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平井委員  議事録を読んだが、やはり同じことを聞いていて、障害者雇用について

は、埼玉支店管轄の施設で７名の障害者の採用があるとあるが、ラーク所

沢にはないと言ったら、目標といった計画はないけれども施設や業務を見

て不自由なく、無理なく業務に就けるのであれば、障害者の方の採用につ

いても実施していきたいとある。これまでにラーク所沢で障害者の方がい

るのをあまり見ないけれども、何十年も経っているがどうなのか。 

  

森田産業振興

課長 

 これまでに報告等いただいている範囲では、障害者雇用の実績がないと

思われます。 

  

平井委員  選定委員会で話されているように、今後については、障害者の方も雇用

していくということを言っていたので、ぜひ雇用してほしいと思う。 

  

福原委員  ラーク所沢指定管理者業務仕様書の基本方針の中で、「勤労者等の文

化、教養及び福祉の増進を図る施設」と記載がある。主に、勤労者とい

うことが先頭に立っていることが分かる。所沢市内の事業者が幾つかあ

ると思うが、事業者としてラーク所沢を福利厚生の一環として使ってい

こうと打ち出しているところはあるか。 

  

森田産業振興  企業の利用ということかと思います。企業名は出せませんが、実際の利
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課長 用状況としては、本年８月の利用実績で、利用団体のうち、２９．８％が

企業の使用となっています。コロナ前の令和元年９月の実績ですと、３

８％の企業の利用率がありますので、企業が施設を使用していると言えま

す。商工会議所の広報誌「Ｓｏｒａ」にラーク所沢の事業者利用について、

掲載をしていただいた経緯があります。 

  

福原委員  ２割から３割の方が利用しているということだが、会社として社員にラ

ーク所沢という施設があるから使ってください、というお知らせをしてい

るのか、それとも、たまたま働いている人が個人の意識で利用されている

のか、といったことは分かるか。 

  

森田産業振興

課長 

 先ほど、企業の利用の話をしましたが、基本的にはラーク所沢は個人利

用の方が多く、個人の利用者の中にも約５割の勤労者が含まれています。

こうした方々が施設を利用してリフレッシュをしたり、教養文化を高め、

勤労意欲に結び付けていただくというような活用をされています。 

  

福原委員  業務仕様書の「９ 指定管理者が設置する機器等」の中に、通信設備と

して既存の電話以外にファクスを設置することとしている。ファクスは何

に使われているのか。 

  

森田産業振興  各種利用団体等もありますので、手書きの文書のやり取りにファクスが
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課長 利用されています。 

  

福原委員  大きなトラブルはないと思うが、送信したけれど届いていないとか見づ

らいといった現場でのルーティン作業の中で、今までにそのようなことは

なかったか。 

  

森田産業振興

課長 

 特にそのようなトラブルの報告は受けておりません。 

  

福原委員  ファクスを設置することとは、努力ではなくやりなさいということであ

るが、事業者からしてみるとファクスではなくてメールが当たり前である

という中で、事業者の中からそういうやり取りにさせてもらいたいという

声はなかったのか。 

  

森田産業振興

課長 

 事業者からの要望はありません。いろいろな通信手段の一つとしてファ

クスも考えていますので、先ほども言いましたように、手書きでの文書の

やり取りに使われているということです。 

 【質疑終結】 

 【意  見】な  し 

 【採  決】 

 議案第７９号については、全会一致、可決すべきものと決する。 
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 休  憩（午前９時１０分） 

 （休憩中に第１委員会室へ移動し、協議会を開催） 

  再  開（午前９時３８分） 
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 ○審査テーマについて 

亀山委員長  休憩中に開催した協議会では、本委員会の審査テーマについて、前回の

協議会で出された意見を踏まえ、正副委員長によるテーマ案「所沢ブラン

ドと経済成長について」について協議しました。このテーマ案では、所沢

の資源と観光、ブランド、シティプロモーションを市がどのように考えて

いるのかということも含めながら、人口推移や人口構成の視点も盛り込ん

で年間のテーマとしていきたいと思い、正副委員長案として提案するもの

ですが、意見等はありますか。 

 （意見なし） 

  

亀山委員長  お諮りいたします。「所沢ブランドと経済成長について」をテーマとす

ることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

  

亀山委員長  ご異議なしと認め、そのように決しました。 
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 ○閉会中の継続審査申出の件について（特定事件） 

 閉会中の継続審査申出の件については、別紙の内容で申出を行うことと

決定した。 

  

 散  会（午前９時４０分） 

 



 

別紙 

特定事件 常任委員会閉会中継続審査申出表     

 

 

令和３年第３回（９月）定例会 

 

 

 総務経済常任委員会 

 

１ 国際化・多文化共生について 

 

２ 人権尊重社会について 

 

３ 男女共同参画社会について 

 

４ 学校教育（私立学校）について 

 

５ 情報の共有と市民参加について（広報・市民参加） 

 

６ 行政経営について 

 

７ 危機管理・防災について 

 

８ 財政運営について 

 

９ 農業・商業・工業について 

 

１０ 観光について 

 

１１ 労働・雇用環境について 

 


